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察
庁
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務
取
扱
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ず
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取
扱
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期
間
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昭
和
四
七
年
四
月
一
二
日
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と
す
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前
橋
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検
察
庁
検
察
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務
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ず
る

事
務
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間
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昭
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和
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期
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時
委
員
に
併
任
す
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成
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年
度
司
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試
験
（
第
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次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
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一
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三
一
日
ま
で
と
す
る

■

平
成
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
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任
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す
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平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
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考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る
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法
務
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人
事
管
理
官
を
免
ず
る

松
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検
察
庁
検
事
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に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
一
二
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三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
八
年
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司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

句
■

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

任
期
は
平
成
八
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

・
法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
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判
所

〃 〃 〃

法
務
省
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法 務 省

七
一
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一
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一
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▲

九

一 ｡

八
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‐

四
一
一
一

今

四

一

七
一
一
一 五

主

一
一
一

▲ 日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
五
月
四
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

事
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五
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一

八
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八

一 一

一
一
ハ

一

一
一

一
一

一
日

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

国
会
等
移
転
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

第
一
四
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

第
一
四
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

●
●

B

●

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

事
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一
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一
一

三
月

生

一
一
一
ハ 五

一
一

七 一
三二 二

五
日

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

■､●

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
港
湾
技
術
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
を
免
ず
る

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
は
終
了

終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
は

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
は
終
了
し
た

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
を
免
ず
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

事

項
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内
閣
庁
名

－

松
尾
邦
弘



兀mFf而
、

字
◆

1

九 八 〃
｛
ハ 五

一
一 〃 〃 一 〃

一
ハ 五 四

月

一
、

全

－－ 凸

七

▲

四

▲

○ 八 〃 〃

一

八

= 一

一
一
一

‐一 九
一
一

日

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

６
■
■

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

倫
理
監
督
官
を
免
ず
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
を
免
ず
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

由
争

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

事
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